
 

         

岳南広域都市計画区域の変更に
伴い都市計画区域へ編入する区
域 

 計画図（富士川地区・松野地区） 

建築基準法第２２条第１項に規定する区域及び 

用途地域の指定のない区域内の建築形態数値を指定する区域 

 

※現在の都市計画区域と都市計画区域外の境界等の詳細は、富士市ウェブサイトの都市計画情報マップ

でご覧いただけます。 

（富士市ウェブサイトトップページ ⇒ くらしと市制 ⇒ 「電子サービス」の中の「ふじ 

タウンマップ」 ⇒ 都市計画情報マップ） 


